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明法寺「仏教婦人会・仏教壮年会」統合 

並びに新組織設立について 
このたび明法寺では、長きにわたり活動してまいりました「仏教婦人会」と「仏教壮年

会」を統合し、新たな組織「明月会(みょうげつかい)」として再出発することとなりまし

た。（令和 7 年度をもって両会計閉鎖及び令和 8 年度「明月会」新会計） 

過疎高齢化が進む中で、仏教婦人会・仏教壮年会のあり方も変化してまいりました。皆

様ご承知の通り、ここ数年は両会合同での法座や行事が定着しております。 

つきましては、この流れを大切にし、時代の変化に合わせて組織の基盤をより強固なも

のとするため、両会を統合いたします。今後も末永くお寺を護り、活動を続けていくた

め、新たな組織として再出発いたしますので、ご理解とご協力をよろしくお願い申しあげ

ます。 

 

【ここが変わります】 

１．名簿の刷新： 自動移行ではありません。意志確認のため、改めて「入会申込書」の

ご提出をお願いいたします。 

２．負担の軽減： 連盟への会費納入や上部団体の行事への動員・参加義務がなくなり、

身近なお寺での活動に注力できます。 

 

《統合によるメリット》 

・活動の活性化：仏婦仏壮の垣根がなくなることで一つの輪となって活動できます。 

・参加しやすさ：ご夫婦やご家族揃って同じ法要行事に参加しやすくなり、家庭内での共

通の話題や楽しみが増えます。 

《ご留意いただきたい点》 

・会計の一元化： 会の運営費は新組織で一括管理し、役員の事務負担を軽減します。こ

れにより従来の各会独自の会計運用は終了します。 

・対外的な活動の変化：沼田組各連盟からはいずれ退会します。よって行事等への参加枠

はなくなりますが、その分、明法寺内での充実した活動を企画してまいります。 

 

【変わらないこと】 

新組織への加入は任意です。もちろん加入の有無によって、お寺とのお付き合いや門信徒

同士の関係が変わることはございません。加入されない場合でも、これまで通り気軽にお

寺へお参りいただければと存じます。 


